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校 則  ・  生 徒 心 得  

【 校 則 】  

 東 大 阪 み ら い 工 科 高 校 生 と し て 、ま た 社 会 の 一 員 と し て の 自

覚 を 持 ち 、自 主 的 、自 律 的 な 態 度 と 良 識 を も っ て 行 動 す る こ と 。

ま た 、以 下 に 記 す 校 則 及 び 社 会 通 念 上 の 常 識 に 則 っ て 学 校 生 活

を 送 る こ と 。校 則 及 び 社 会 通 念 上 の 常 識 に 反 す る 行 為 を 犯 し た

者 は 、 個 人 ・ 集 団 の 別 な く 、 本 校 懲 戒 規 定 に 従 っ て 厳 重 に そ の

責 を た だ し て 懲 戒 す る 。  

 

1 .  登 校 （ 遅 刻 ）  

 始 業 時 間 （ 8 時 3 0 分 ） ま で に 登 校 し て い な い 場 合 は 遅 刻 と

す る 。 遅 刻 を し た 者 は 、 生 徒 指 導 室 に 入 室 許 可 証 を 取 り に 行 く

こ と 。 ま た 、 遅 刻 を し た 者 に は 、 規 定 に 従 っ て 早 朝 登 校 指 導 や

厳 重 注 意 、 懲 戒 な ど の 指 導 を 行 う 。  

 

2 .  通 学  

 平 時 の 通 学 手 段 と し て 認 め ら れ る も の は 、 徒 歩 ・ 自 転 車 ・ 公

共 交 通 機 関 に よ る も の と す る 。 な お 、 原 動 機 付 自 転 車 ・ ペ ダ ル

付 き 電 動 自 転 車 （ フ ル ア シ ス ト 自 転 車 ）・ 自 動 二 輪 車 に よ る 通

学 は 禁 止 と し 、 通 学 目 的 の 有 無 に か か わ ら ず 、 制 服 乗 車 を し た

場 合 は 規 定 に 従 っ て 指 導 を 行 う 。  

 

3 .  学 校 生 活  

①  ス マ ー ト フ ォ ン  

始 業 時 間 （ 8 時 3 0 分 ） か ら 1 7 時 ま で は 学 校 敷 地 内 で の

使 用 を 禁 止 と す る 。 校 内 で は 電 源 を 切 り 、 ロ ッ カ ー に 入 れ

て 施 錠 し て お く こ と 。 違 反 し た 場 合 、 規 定 に 従 っ て 指 導 を

行 う 。  

②  公 共 物 の 取 り 扱 い  

学 校 備 品 は す べ て 公 共 物 で あ る 。 し た が っ て 、 こ れ ら は

大 切 に 扱 い 、 破 損 さ せ て は な ら な い 。 万 一 破 損 さ せ た 場 合

は 、 原 則 と し て 弁 償 す る こ と と す る 。 ま た 、 規 定 に 従 っ て

指 導 を 行 う 。  

③  怠 学 （ 無 断 早 退 や 授 業 の 無 断 欠 席 ）  

 早 退 ・ 一 時 外 出 等 が 必 要 と な っ た 場 合 は 、 担 任 等 に 申 し

出 て 許 可 証 の 発 行 を 受 け る こ と 。 こ れ ら を 無 断 で 行 っ た 場

合 は 、 規 定 に 従 っ て 指 導 を 行 う 。  

 

4 .  頭 髪 規 定  

染 色 、 脱 色 、 パ ー マ 、 極 端 な 刈 り 上 げ 、 付 け 毛 （ エ ク ス テ ン

シ ョ ン ） 等 は 禁 止 す る 。 規 定 に 反 し た 場 合 、 継 続 的 な 改 善 指 導

を 行 う 。  

 

5 .  化 粧 ・ 装 飾 品 の 規 定  

口 紅 、 マ ニ キ ュ ア 等 の 化 粧 、 指 輪 、 ネ ッ ク レ ス 、 ピ ア ス （ 透

明 ピ ア ス 含 む ）、 ブ レ ス レ ッ ト 、 数 珠 、 カ ラ ー コ ン タ ク ト （ ふ

ち 有 り カ ラ ー コ ン タ ク ト 含 む ） 等 の 装 飾 品 は 禁 止 す る 。 ま た 、

日 焼 け 止 め は 透 明 色 ま た は 肌 と 同 系 色 の も の の み 使 用 可 能 と

す る 。 こ れ ら の 規 定 に 反 し た 場 合 、 改 善 指 導 等 を 行 う 。  

 

6 .  そ の 他  

 以 下 に 生 活 指 導 上 の 規 定 に 反 す る 行 為 に つ い て 一 部 記 す 。こ

れ ら の 行 為 を 行 っ た 場 合 は 、 規 定 に 従 っ て 指 導 を 行 う 。  

①  喫 煙 （ タ ー ル ・ ニ コ チ ン 等 を 含 ま な い 物 も 含 む ）（ 所 持 ・ 同 席

を 含 む ）  

②  飲 酒 （ ノ ン ア ル コ ー ル 飲 料 含 む ）（ 所 持 ・ 同 席 を 含 む ）  

③  カ ン ニ ン グ 等 の 不 正 行 為  

④  暴 力 ・ 暴 言 行 為  

⑤  人 権 侵 害 （ い じ め ） 行 為  

⑥  S N S 等 を 含 む 不 適 切 行 為 ・ 迷 惑 行 為  

⑦  賭 博 行 為  

⑧  窃 盗 ・ 使 用 窃 盗  

⑨  学 校 の 秩 序 を 乱 す 行 為  

⑩  ハ ラ ス メ ン ト と と ら え ら れ る 行 為  

 

 

【 生 徒 心 得 】  

 学 校 が 明 示 す る 生 徒 生 活 の あ り 方 を 正 し く 守 り 、 新 た な 伝 統 を

築 き 上 げ て い こ う 。  

 

1 .  礼 儀  

 礼 儀 は 尊 敬 ・ 親 愛 の 念 の 表 現 で あ っ て 、 み ん な が 認 め た 社 会 の

約 束 で あ り 、 円 満 な 社 会 生 活 の 源 泉 で あ る 。 日 頃 か ら 作 法 を 身 に

つ け て こ そ い か な る 場 合 に 臨 ん で も 礼 儀 に か な っ た 行 い が で き

る の で あ っ て 、 本 校 の 生 徒 は こ の 習 慣 を 身 に つ け る こ と を 怠 っ て

は な ら な い 。  

 

2 .  服 装 と 身 だ し な み  

 服 装 は 着 る 者 の 人 柄 を 表 す と 同 時 に 、 気 分 や 行 動 を さ え 左 右 す

る 。 し た が っ て 、 常 に 清 潔 を 保 ち 、 ベ ル ト を 必 ず 締 め る な ど 、 正

し い 着 用 を す る こ と 。  

  服 装 規 定  

➢  夏 季 服 装  

本 校 指 定 の シ ャ ツ ・ ポ ロ シ ャ ツ 、 ズ ボ ン ・ ス カ ー ト を 着

用 。  
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➢  冬 季 服 装  

本 校 指 定 の ブ レ ザ ー 、 シ ャ ツ 、 ズ ボ ン ・ ス カ ー ト 、 ネ ク

タ イ ・ リ ボ ン を 着 用 。  

✓  衣 替 え の 具 体 的 な 時 期 に つ い て は 、そ の 年 の 気 候 を 考 え な が

ら 生 徒 指 導 部 で 判 断 し 、 全 体 へ 連 絡 を す る 。  

✓  冬 季 服 装 の 連 絡 が 行 わ れ た ら 、必 ず ネ ク タ イ ま た は リ ボ ン を

着 用 す る こ と 。  

✓  入 学 式 ・ 卒 業 式 に お い て は 、 必 ず ネ ク タ イ ま た は リ ボ ン を 着

用 す る こ と 。  

✓  厳 寒 時 は 、 通 学 時 に お い て 防 寒 具 の 着 用 を 認 め る 。 但 し 、 着

用 に 際 し て は 次 の こ と を 守 る こ と 。  

①  校 舎 内 で 着 用 し て は な ら な い （ 登 下 校 時 を 除 く ）。  

②  防 寒 具 の 実 際 に つ い て は 、 生 徒 指 導 部 よ り 指 示 す る 。  

③  男 女 と も 中 着 に つ い て は 本 校 指 定 の セ ー タ ー 、ベ ス ト に 限

っ て 認 め る 。  

✓  イ ン ナ ー ウ エ ア と し て の Ｔ シ ャ ツ は 、 無 地 ・ ワ ン ポ イ ン ト ま

で の 白 ・ 黒 ・ 紺 ・ 灰 色 と す る 。（ ※ 本 校 半 袖 体 操 服 は 可 と す る ）  

✓  靴 は 運 動 靴 （ 華 美 で な い も の ） 又 は 黒 ・ 茶 の 革 靴 と す る 。（ サ

ン ダ ル ・ ヒ ー ル 等 は 禁 止 ）  

✓  ベ ル ト に つ い て も 、 黒 ・ 茶 系 統 の も の を 着 用 す る こ と （ 華 美

で な い も の ）  

 

3 .  通  学  

１  通 学 途 中 に お い て は 、 常 に 交 通 規 則 、 マ ナ ー を 守 っ て 行 動

す る こ と 。  

２  本 校 で は 自 転 車 で の 通 学 に つ い て 許 可 制 を と っ て い る 。 自

転 車 通 学 を す る 者 は 、 必 ず 本 校 指 定 の ス テ ッ カ ー を 自 転 車 の

定 め ら れ た 場 所 に つ け 、 校 内 の 所 定 の 場 所 に 駐 輪 す る こ と 。 

３  欠 席 ・ 遅 刻 ・ 早 退 ・ 欠 課 ・ 忌 引 欠 席 ・ 公 用 欠 課 に つ い て は 、

事 前 ま た は 事 後 直 ち に 所 定 の 用 紙 に 、 そ の 理 由 を 記 し て 学 級

担 任 （ 遅 刻 は 教 科 担 任 ） に 届 け 出 る こ と 。 体 調 不 良 の 早 退 、

忌 引 に よ る 早 退 な ど に つ い て は 、 担 任 の 許 可 後 、 生 徒 指 導 部

に 届 け 出 る こ と 。 緊 急 の 場 合 、 口 頭 に よ る 届 出 も 可 と す る 。 

４  ク ラ ブ 活 動 届 ・ 外 出 許 可 証 等 の 手 続 き は 、 所 定 の 用 紙 に 必

要 事 項 を 記 入 し 関 係 職 員 の 承 認 を 受 け 、 生 徒 指 導 部 に 届 け 出

る こ と 。  

５  親 族 死 亡 に よ る 忌 引 日 数 は 以 下 の 通 り で あ り 、 こ の 期 間 は

欠 席 と は な ら な い 。 た だ し 忌 引 期 間 中 で あ っ て も 登 校 は さ し

つ か え な い 。  

( 1 )  父  母 （ ５ 日 ）    ( 2 ) 祖 父 母 ・ 兄 弟 姉 妹 （ ３ 日 ）  

( 3 )  曾 祖 父 母 ・ 伯 叔 父 母 （ １ 日 ）    

 上 記 日 数 は 土 日 曜 ・ 祝 日 を 含 ん で 連 続 と す る 。 た だ し 、 遠

隔 地 で の 葬 儀 に 対 し て は 往 復 に 要 す る 旅 行 日 数 等 を 考 慮 す

る 。  

 

  

4 .  学 校 生 活  

 １  学 校 は 公 共 の も の で あ り 、共 同 生 活 の 場 で あ る 。皆 が 安 心 ・

安 全 に 学 校 生 活 を 過 ご す こ と が で き る よ う 、 一 人 ひ と り が 自

覚 と 責 任 、 思 い や り の 気 持 ち を も っ て 行 動 す る こ と 。  

 ２  長 期 休 暇 中 に お い て も 、 本 校 生 と し て の 自 覚 を 忘 れ ず 、 計

画 を 立 て て 自 身 の 向 上 に 役 立 つ 有 意 義 な 時 間 を 過 ご す こ と 。 

 ３  教 室 等 で は 必 ず 所 定 の 上 履 き に 履 き 替 え る こ と 。 ま た 、 上

履 き で の 学 校 敷 地 外 へ の 出 入 り を 禁 止 と す る 。  

 


